
議案第６７号 

 

  

工事請負契約の変更について 

 

 

 令和７年９月２４日議会の議決を得た「工事請負契約の締結（今滝梨団地兼用ジョ

イント棚整備工事）」の一部を変更したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第５号及び湯梨浜町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１６年条例第５６号）第２条の規定により、本議会の議決

を求める。 

 

 

 

   令和８年６月１０日提出 

 

                      湯梨浜町長  宮脇 正道 

 

 

 記 

 

 

１ 契約の目的   今滝梨団地兼用ジョイント棚整備工事 

 

２ 契約の金額   変更前 金８５,５７７,８００円 

          変更後 金８６,４１８,２００円 

 

３ 契約の相手方  鳥取県東伯郡湯梨浜町大字宇野１９９４番地１ 

有限会社 中本建設  

代表取締役 中本 浩昭 




